
健康診断担当者 各位 

 

 

全国健康保険協会（協会けんぽ）より補助金申請についての注意喚起があ

りましたのでお知らせ致します。 

 

胃部レントゲン（胃部レントゲン検査に代えて実施する胃内視鏡検査を含

む）は、下記事項の場合以外は、原則、未実施とすることができません。 

自己都合により検査を辞退した場合、生活習慣病検診の補助対象外となり

ます。 

 

 

①治療中 

②受診の前に他の健診等で胃検査を実施した  事業所にて確認 

③アレルギー、妊産婦等 

 

④当日の体調不良（健診実施機関の医師の判断による）   医療機関 

⑤検査に着手したものの、正常に完了できなかった場合   にて確認 

 

 

以上のことから、胃部検査を希望されない方へは①～③につきまして 

ご担当者様から聞き取り等行っていただきますようお願いいたします。 

 

ご予約時に胃部検査を希望しない方は上記①～③に該当するものとし、 

①②は当院で聞き取りを行う事はありませんのでご注意下さい。 

 

尚、協会けんぽの聞き取り等により補助対象外となりました場合は、差額

を請求させていただくこととなりますのでご了承のほどお願いいたしま

す。 

 

尚、自己都合により胃部検査を行わない方は、協会けんぽのコースは選択

できませんので、コース⑦～⑩を選択してください。 
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